
大
和
川
流
域
に
お
け
る
総
合
治
水
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
八
日

奈
良
県
知
事
荒
井
正
吾

奈
良
県
規
則
第
十
二
号

大
和
川
流
域
に
お
け
る
総
合
治
水
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
和
川
流
域
に
お
け
る
総
合
治
水
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
二
月
奈
良
県
規

則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年

国
土
交
通
省
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第

一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
十
二
条
第
二
項
第
五
号

」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
の
許
可
の
変
更
の
申
請
等
）

第
四
条
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（

第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

２
法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変
更
届
出
書
（
第
三
号
様

式
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
法
第
三
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
五
条
の
協
議
は
、
雨
水
浸
透
阻
害
行
為
変

更
協
議
書
（
第
二
号
様
式
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
協
議
書
に
は
、
省
令
第
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う

ち
法
第
三
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
法
第
三
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
伴
い
そ
の
内
容
が
変
更
さ
れ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
省
令
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
図
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
標
識
の
様
式
）

第
五
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
標
識
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
識
第
四
号
様
式

二
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
識
第
五
号
様
式



第
七
条
中
「
条
例
第
十
九
条
第
二
項
」
を
「
法
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と

す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
五
号
様
式
中
「

第

６

条

関

係

」
を
「

第

３

条

関

係

」
に
、
「

第

１

６

条

第

２

項

」
を
「

第

１

２

条

第

２

項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。



第２号様式（第４条関係）

申請者（協議者） 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）　　電話
５　上記２の工事の完了予定日（変更後　年　月　日）６　上記３の工事の着手予定日（変更後　年　月　日）２３※受付番号※許可に付した条件※許可番号備考１２ 　※印のある欄は記載しないこと。

　奈良県知事　　殿　 

雨水浸透阻害行為変更　　　　書

１ 変更に係る事項 ３　対策工事の計画（法第31条第１項第３号）４　上記２の工事の着手予定日（変更後　年　月　日）
１　雨水浸透阻害行為をする土地の区域の位置、区域及  び規模（法第31条第１項第１号）

　　　　　　　　　　許可申請　
　　　　　　　　について協議が成立した　　　　　　　　　協議

　変更に係る事項は、該当する番号に○印を付けること。     　　第　　　　号　　年　　月　　日

２　雨水浸透阻害行為に関する工事の計画（法第31条第  １項第２号）

　　　　　　　協議

　　　　　第　　　　号雨水浸透阻害行為の許可番号 　　年　　月　　日変更の理由 ７　上記３の工事の完了予定日（変更後　年　月　日）

　　　　　　　　　　　　　　第37条第１項　特定都市河川浸水被害対策法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の規定により、　　　　　　　　　　　　　　第37条第４項において準用する同法第35条  　　　　　　　　の許可を受けた　　　　　　　　　　　　　許可を申請雨水浸透阻害行為　　　　　　　　　　　事項の変更について　　　　　します。　　　　　　　年　　月　　日



第３号様式（第４条関係） 雨水浸透阻害行為変更届出書　　　　　　　　　年　　　月　　　日　　　奈良県知事　　殿　　　　　　　　　　届出者 　　住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）　　氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）電話
記雨水浸透阻害行為に関する工事の着手予定日雨水浸透阻害行為に関する工事の完了予定日対策工事の着手予定日対策工事の完了予定日雨水浸透阻害行為に関する工事の着手予定日雨水浸透阻害行為に関する工事の完了予定日対策工事の着手予定日対策工事の完了予定日※※※※備考 ※印のある欄は記載しないこと。

　特定都市河川浸水被害対策法第３７条第３項の規定により、雨水浸透阻害行為の許可（　　　年　　月　　日付　　　第　　号）に関する軽微な変更について、下記のとおり届け出ます。
　　年　　月　　日　　年　　月　　日

　　　　　　第　　　号
　　　　　　第　　　号

受 付 番 号検 査 年 月 日検 査 結 果検 査 済 証 番 号
　　年　　月　　日　　年　　月　　日　　年　　月　　日合　　　　　　　　否

１
２ 　　年　　月　　日　　年　　月　　日

変更前
変更後

　　年　　月　　日　　年　　月　　日
　　年　　月　　日　　年　　月　　日



第４号様式（第５条関係）
施設の名称検査済証番号施設の容量又は規模及び構造の概要奈良県知事の許可を要する行為施設の管理者及びその連絡先標識の設置者及びその連絡先

備考○  この雨水貯留浸透施設は、特定都市河川浸水被害対策法第30条の許可に係る工事により設置 されたものです。　 標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、拡大できるものとする。

雨　水　貯　留　浸　透　施　設15センチメートル15センチメートル
8センチメートル



第５号様式（第５条関係）
名称指定番号容量及び構造の概要奈良県知事への届出を要する行為保全調整池の管理者及びその連絡先標識の設置者及びその連絡先

備考 　標識の大きさについては、これを設置する土地又は建築物等の規模等により、「縦8センチメートル、横15センチメートル」まで縮小できるものとする。

保　全　調　整　池

○  この保全調整池は、特定都市河川浸水被害対策法第44条第1項の規定により指定された ものです。

90センチメートル
7
0センチメートル



第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第６号様式（第６条関係） （表） 
 第   号 
 身分証明書 
 

  所 属  職 名  氏 名 
 

 

 

 

 写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  上記の者は、特定都市河川浸水被害対策法第 42条第 2項に規定する立入検査をする職員であることを証明する。 
        年   月   日発行                         奈良県知事    印 
 

 （裏） 
 特定都市河川浸水被害対策法（抜粋） 
 （立入検査） 第 42 条  都道府県知事等は、第 30 条、第 37 条第 1項、第 38 条第 2項、第 39 条第 1項又は前条第 1項の規定による権限を行うために必要な限度において、その職員に、雨水浸透阻害行為に係る土地（対策工事に係る建築物等を含む。）に立ち入り、当該土地、当該雨水浸透阻害行為に関する工事若しくは当該対策工事の状況又は当該対策工事により設置された施設を検査させることができる。 ２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 ３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
 第 85 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。  一及び二 略  三 第 42条第 1項又は第 74条第 1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。  四 略  第 88 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第八十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。   

  



附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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